
申 請 者 権利者の同意形成・設計者と契約など

↓

原 案 設 計 図 作 成 ↓↓

↓↓ １．現地調査（※周辺住民との調整及び居住環境の確保）

１．及び測量（道路・水路・民々境界確定）など

事 前 協 議 ２．審査事項の確認（各関係部署と事前協議）

↓

● 開 発 事 前 審 査 ３．随時受付⇒（※地元調整の確認）

↓

４．【様式第2・3号】公共施設等に関する協議

①道路、放流協議⇒（※自費施工申請・占用協議など）

↓ ②消防・上下水道・文化財など

公共施設等に関する協議受付 ③道路・水路⇒（※寄附・付替・用途廃止）

↓

公共施設等に関する協議同意 ５．他法令（国・県）及び各関係部署同意（飯塚市長決裁）

↓

開 発 同 意 申 請 ６．【様式第4・5・6】修正（決定）設計図書提出

↓

開 発 審 査 ７．各関係部署に同意（照会）

↓

● 開 発 同 意 ８．【様式第7号】各関係部署同意（飯塚市長決裁）

↓↓

工 事 着 手 届 ９．【様式第8号】工事工程表添付

↓

10.【様式第11号】建築物の建築同意申請（受付～同意）

工 事 完 了 届 11.【様式第17号】工事完了届出書

↓

工 事 完 了 検 査 12.　各関係部署現地立会

↓ ↓（指摘事項の履行＝※地元確認）

工 事 完 了 合 格 通 知 13.【様式第18号】各関係部署同意（飯塚市長決裁）

↓

公共施設等の寄附手続き 14.【様式第19号】公共、公益施設等帰属（寄附）申出書

↓

終 了 15.登記済証の確認

注1） 都市計画区域内又は準都市計画区域内における、開発区域1,000㎡以上の開発行為に適用する。
注2） 標準処理期間は別紙のとおり

【２】ミニ開発：飯塚市開発指導要綱に基づく開発行為フロー（開発区域1,000㎡以上）

【具体的な作業】

農地転用を伴う場合
※農地法（転用）許可と同時

※建築基準法
道路位置指定特例認定申請

※農地法（転用）の手続き

※建築基準法
①建築確認申請


